
（総務省に設置）

意見具申（特に必要がある場合） ・政策評価の基本的事項に関する審議

・行政評価局が行う政策評価に関する審議

　

回  答 関連調査

各府省 所管の政策について、自ら評価し、企画及び立案を行う

所管の政策について評価を実施 ※　国の出資比率が１／２以上、かつ国の補助に係る業務を行うもの

各
府
省
が
行
っ
た
政
策
評
価
の

結
果
等
の
公
表

　・　独立行政法人
　　 　（②による関連調査に限る）
　・　特殊法人
　・　認可法人（※）
　・　国の委任又は補助に係る業務
　・　地方公共団体（法定受託事務）

政策評価に関する
調査・研究、連携等

政策評価、行政評価・監視の実施

公私の団体その他の関係者

資
料
収
集

評価監視の企画立案への反映状況及び反映状況
についての国民への説明責任

勧告等

内閣総理大臣

総務省（本省行政評価局、管区局・事務所）

政策評価・独立行政法人評価委員会

     実地調査

政策評価、行政評価・監視の仕組み

①政策評価制度の推進
　（政策評価制度に関する企画立案、事務の総括）

総
務
省
が
行
っ
た
政
策
評
価

、
行
政
評
価
・

監
視
の
結
果
等
の
公
表

②政策評価の実施
　・各府省の政策の統一性又は総合性を確保するための評価
　・政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価

③行政評価・監視の実施
　・各行政機関の業務の実施状況について評価・監視
　　を行い、その改善を推進

国
　
　
　
　
　
　
民

評　　価

企　画　立　案

実　　施


